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********************************************************************************************* 

[1] 化学物質関係事故、事件関係 

◇その他の事故、事件 

・消費者安全法の重大事故等に係る公表について 

＜消費者庁 2022年 2月 10日＞ http://www.caa.go.jp/safety/pdf/150423kouhyou_1.pdf 

   https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms201_220210_1.pdf 

   生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案：75 件  

             うち重大事故等として通知された事案：29 件 

---------- 

・消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンクの登録について 

＜消費者庁 2022年 2月 10日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/027581/ 

   https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms201_220210_02.pdf 

  1.事故情報 (1)事故情報(下記(2)を除く):1件 

        (2)事故情報(食中毒情報)：7件 

2.リコール・自主回収情報 

      (1)リコール・自主回収情報(食品関係)：30件 

      (2)リコール・自主回収情報(食品関係以外)：8件 

---------- 

・消費生活用製品の重大製品事故:蛍光ランプで火災等 

＜消費者庁 2022年 2月 10日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/027587/ 

   https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_220210_01.pdf 

１．ガス機器・石油機器に関する事故：１件 

（うち石油給湯機付ふろがま１件） 

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故：13 件 

（うち携帯型音楽プレーヤー１件、リチウム電池内蔵充電器３件、照明器具１件、電子レンジ１件、 

エアコン（室外機）１件、電気式浴室換気乾燥暖房機１件、ノートパソコン３件、蛍光ランプ１件、 

液晶テレビ１件） 

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故：11 件 

（うち延長コード１件、ネックスピーカー（コードレス式、リチウムイオンバッテリー内臓）１件、 

凍結防止用ヒーター（水道用）１件、電気こんろ１件、電気カーペット１件、 

接続箱（太陽光発電システム用）１件、コンセント１件、ポータブル電源（リチウムイオン）１件、 

電気ストーブ１件、電動アシスト自転車１件、サーキュレーター１件） 

-------------------- 

◇事故、事件の続報 

・新潟の三幸製菓で火災、5人死亡 不明者も、鎮火まで約半日 

＜共同通信 2022年 2月 12日＞ https://nordot.app/864965989061361664?c=39546741839462401 

 11日午後 11時 45分ごろ、新潟県村上市長政にある米菓製造大手「三幸製菓」の荒川工場が燃えていると、警

備会社を通じて消防に通報があった。現場から女性アルバイト従業員 4人が心肺停止状態で搬送され、その後、

いずれも死亡が確認された。さらに 1人身元不明の遺体が見つかった。工場にいたとみられる 20代男性従業員 2

人と連絡が取れなくなっており、2人のうち 1人の可能性があるとみて確認を急いでいる。 

 安否不明者とは別の 1人も煙を吸って病院に搬送されたが、搬送時に意識はあったという。県警と消防は出火

時の状況確認を進めている。鎮火は 11時間以上経過した午前 11時 10分ごろ。 

 

・過去に同じ工場で火災 8件 死亡の 4人、入り口近くで発見 

＜共同通信 2022年 2月 12日＞ https://nordot.app/865166468848664576?c=39546741839462401 

 新潟県村上市の米菓製造大手「三幸製菓」の荒川工場から出火、5人が死亡した火災で、荒川工場では 1988～
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2019年に 8件の火災が発生していたことが 12日、消防への取材で分かった。11日夜からの火災で死亡が確認さ

れた女性アルバイト従業員 4人は全焼した製造棟 1階の出入り口付近で、身元不明の 1人はさらに奥で、発見さ

れたことも判明した。 

 消防によると、荒川工場では過去に 8件の部分焼やぼやが発生。このうち 19年 11月には製造工程の乾燥機が

焼損した。機械内部に堆積した煎餅のかすが熱せられたため出火したとみられている。 

---------- 

・熊本県、アサリ偽装疑い見過ごす？ 統計の漁獲と販売に大きな差 「畜養の実態把握できず」 

＜熊本日日新聞 2022年 2月 12日＞  

https://news.yahoo.co.jp/articles/f10e40cd7810b263f38e07a437485b64018863a0 

 輸入アサリを熊本県産と偽る大規模な産地偽装疑惑は、県産アサリの漁獲量と販売量の大きな差を農林水産省

が疑問視したのをきっかけに表面化した。だが、県が毎年作成している水産統計にも、漁獲量を大きく上回る県

産アサリの市場流通が記録されており、偽装の疑いが長年見過ごされてきた可能性がある。  県の統計資料「熊

本県の水産」に記載されたデータによると、県産アサリ類の２０１５～１９年の年間漁獲量は最大で７３０トン、

最少で２０７トン。年間で千トンを超えた年はない。  これに対し、同じ期間の県産アサリの取扱量は、「熊本

県の水産」にデータがある大阪府内の中央卸売３市場だけでも年間１３０９トン～１６６６トン（１６年は数値

なし）に上る。中でも１５年は、漁獲量に対して約８倍も多く流通していた。  矛盾するかに見える数字のギャ

ップを問題視しなかった理由について、県は、今回の産地偽装疑惑でクローズアップされた食品表示基準の「長

いところルール」を持ち出す。輸入アサリであっても原産国より県内での蓄養（成育）期間の方が長ければ「熊

本」を原産地表示できる仕組みだ。「流通量には正当に蓄養されたアサリも含まれると考えられ、量の違いだけ

で偽装と判断するのは難しかった」（水産振興課）という。 

 しかし、偽装疑惑が浮上すると、蓄養の実態について漁業関係者から「密集して海にまかれており、実際は短

期間の仮置きだ」（県北の漁協役員）などと疑問が示されるようになった。蒲島郁夫知事は４日の記者会見で「ほ

とんどが（輸入アサリの）偽装と思う」と発言。県水産振興課も熊日の取材に「実際に『蓄養』がどのように行

われているか、きちんと把握できていなかった」と認識不足を認めた。  問題発覚の発端となった農水省の小売

店実態調査によると、２１年１０～１２月の３カ月間に全国で販売された「熊本県産」表示のアサリは２４８５

トン。２１年の１年間の推定漁獲量３５トンの約７０倍となっている。 

---------- 

・トリメタジジン、ロシアで身近 薬局で販売、狭心症患者らが利用 

＜共同通信 2022年 2月 12日＞ https://nordot.app/865157880951980032?c=39546741839462401 

 ロシア・オリンピック委員会のフィギュアスケート女子選手カミラ・ワリエワ（15）が陽性反応を示した禁止

薬物トリメタジジンは、ロシアでは薬局で購入できる身近な薬として知られる。極東ウラジオストク市内の小さ

な薬局でも販売され、医師の処方箋がなくても購入することができた。 

 血流を良くする効果があり、ロシア通信によると、狭心症や慢性心不全の患者が利用するのが一般的だという。

しかし、女性店員は「心臓の働きを助ける薬で、スポーツをする若者や、試験前に不安を抱える学生もよく買う」

と話した。国産品は 60錠入りで 225ルーブル（約 340円）。 

-------------------- 

□大災害、原発事故対策 

[原子力施設全般] 

・女川原発の防災訓練が終了 30キロ圏の住民避難を想定 

＜共同通信 2022年 2月 12日＞ https://nordot.app/865120416916979712?c=39546741839462401 

 東北電力女川原発（宮城県女川町、石巻市）での重大事故を想定した国の原子力総合防災訓練が 12日、3日間

の全日程を終えた。最終日は、原発から 5～30キロ圏内の緊急防護措置区域（UPZ）の住民が、県内各地に避難す

る想定で実施された。新型コロナ感染拡大防止のため、自治体職員が住民の代役を務めた。 

 石巻市内からは、住民役の約 70人がバスや乗用車に乗り込み、同県大崎市の避難所に向かった。途中、同県涌

谷町の野球場の敷地内では、避難してきた車両の放射線量を測定。基準値を超えた場合には、住民の代表が小型

の測定器で頭や手、靴底の数値を測る検査を受け、簡易除染が実施された。 
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・女川原発、住民不在で避難訓練 「蚊帳の外、絵に描いた餅」との声も 

＜朝日新聞 2022年2月12日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQ2C6V2WQ2CUNHB001.html 

東北電力女川原発（宮城県石巻市、女川町）で事故が起きたと想定した国の原子力総合防災訓練2日目となった11

日、即時避難が必要な原発から5キロ圏の模擬避難訓練などがあった。 

 ただ、コロナ下のため住民は参加できず、「どれだけ意味があるのか」と疑問視する地元の声もあった。 

  女川町にある離島の出島（いずしま）では、船で島民を内陸に避難させる想定の訓練があった。 

 午前9時20分、島民役を務める町職員3人がフェリー「しまなぎ」に乗り込んだ。約20分後に女川港に到着。船

から下りると、港に待機していたバスに乗り込み、約50キロ北西の栗原市の避難先に向かった。 

 避難計画では、出島の島民は… 

********************************************************************************************* 

[2] [特集] 新型コロナウイルス感染症 

[状況] 

◇省庁発表 

・新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について（空港検疫）  NEW 

＜厚生労働省 2022年2月12日＞ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23886.html 

  

・新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について（令和４年２月 12日版） 

＜厚生労働省 2022年 2月 12日＞ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23885.html 

 

・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料（発生状況、国内の患者発生、空港検疫事例）を更新しまし

た 

＜厚生労働省 2022年 2月 11日＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00338.html 

-------------------- 

[対策・予防] 

◇「水際対策に係る新たな措置について」HPを更新しました 

＜厚生労働省 2022年 2月 10日＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

入国後の自宅等待機期間等の変更について 

令和４年１月29日午前０時より、水際対策強化に係る新たな措置（26）に基づき、オミクロン株が支配的となっ

ている国・地域（現時点では全ての国・地域）から帰国・入国する全ての方について、入国後の自宅等待機、健

康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が10日間から７日間に変更されます。既に入国済みの方に対して

も同時刻から適用されます。 

※空港検疫で陽性となった方が、ゲノム解析の結果、オミクロン株以外（デルタ株等）の陽性者と判明した場合、

機内濃厚接触者の方は、濃厚接触者としての待機期間が14日間になることがあります。 

・水際対策強化に係る新たな措置（26） 

   https://www.mhlw.go.jp/content/000889633.pdf 

海外から日本へ入国する方へ 

 ご承知の通り、オミクロン株の世界的広がりを受け、日本では、緊急避難・予防措置として、次のような措置を

厳格に講じています。 

・外国人の新規入国は、全世界を対象に停止 

・日本人等は戻ることができますが、日本国の指定する国・地域から来られる方に対しては、宿泊施設での待機  

現在、このような厳格な措置により、到着空港において検疫等の手続に時間を要しています。このため、宿泊施

設へご案内するまで時間を要するおそれもあります。 

※ 指定国・地域のリスクに応じて、３日、６日又は10日間となります。 
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 宿泊施設退所後は、入国後７日間（措置（26）に基づく指定国・地域は14日間）自宅などで待機となります。 

この宿泊施設は、検疫所が確保します。 

※オミクロン株陽性者（疑われる場合を含む）の濃厚接触者であることが判明した場合は、保健所等から自治体

の確保する宿泊施設で待機を求める場合があります。 

※空港検疫や検疫所の宿泊施設で実施する検査で陽性が判明した場合は、医療機関への入院や宿泊療養施設での

療養を行っていただきます。オミクロン株陽性者である場合、ワクチン接種の有無によって入院や療養の期間が

変わることがあるため、ワクチンを接種している方は、ワクチン接種証明書を持参して入国いただくようお願い

します。 

For those who are returning to Japan or entering Japan from abroad 

 As you are aware, in response to the global spread of the Omicron variant, Japan has taken the following 

strict measures as emergency and precautionary measures. 

・New entry of foreign nationals from all over the world is suspended 

・Japanese nationals and other residents in Japan may return, but those from countries and regions 

designated by the Japanese government will be required to stay in accommodations※ 

 Currently, due to these strict measures, it takes time to complete quarantine and other 

 procedures at arrival airports. For this reason, it may take some time before we can guide 

 you to your accommodations. 

 ※The length of stay will be 3, 6, or 10 days, depending on the risk in the designated countries and 

regions. 

 After leaving the accommodation, you will be required to stay at home until the ７th day（Instead of 

７days, “14days” will apply if you are entering Japan from countries or regions stated by “the new 

measure (26) regarding boarder control”） after entering Japan. 

 This accommodation will be secured by the quarantine office. 

 

・入国制限 3月緩和へ 1日上限 5千人軸 対象はビジネス・留学生 

＜朝日新聞 2022年 2月 13日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQ2F2RKCQ2DUTFK007.html 

 新型コロナウイルスの水際対策について、政府は 3月からビジネス関係者や留学生らを対象に、段階的に外国

人の入国制限を緩和する方向で調整に入った。感染状況や世論の動向の推移を見ながら、早ければ来週にも具体

的な内容を決める方向だ。複数の政府関係者が明らかにした。 

 岸田文雄首相は 12日、東京・羽田空港で水際対策の措置を視察した後、記者団に「骨格自体について見直し、

緩和の方向で検討していきたい」と語った。 

 政府は、月内は今の水際対策を続け、3月から 1日あたりの入国者数の上限を拡大した上で、3回目のワクチン

接種の有無や入国後の待機日数などの条件を満たせば入国可能とする方向で調整。待機日数の短縮も検討する。

緩和の開始時期は、国内外の感染状況などを見極めて最終判断する。 

 1日あたりの入国者数は、段階的に当面 5千人まで拡大する案を軸に調整する。入国後は一定の待機期間を必

要とし、受け入れ先や監督者を定めることなども検討する。今回は観光客までは拡大しない方向だ。 

---------- 

◇省庁発表 

・自治体・医療機関向けの情報一覧（事務連絡等）（新型コロナウイルス感染症）2022年を更新しました 

＜厚生労働省 2022年 2月 11日＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html 

---------- 

◇ワクチン、検査薬、治療薬等 

・ファイザー飲み薬、特例承認 新型コロナ、リスク９割減―併用不可の薬も・厚労省 

＜時事ドットコム 2022年 2月 10日＞ https://www.jiji.com/jc/article?k=2022021000756&g=soc 

 後藤茂之厚生労働相は１０日、米ファイザー社製の新型コロナウイルス経口治療薬「パキロビッドパック（国
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内販売名）」を特例承認した。同日に厚労省が薬事・食品衛生審議会の専門部会を開き、承認を了承していた。 

 飲み薬としては米メルク製の「モルヌピラビル」に次いで２例目。重症化リスクを９割減らす効果があり、オ

ミクロン株にも有効とされ、政府は今月中の実用化を目指している。服用しやすい飲み薬が複数確保され、流通

量が増えることで医療現場の負担軽減が期待される。１４日から医療現場に届けられるが、一部の薬とは併用で

きないため処方には注意が必要となる。 

 厚労省によると、対象は成人または１２歳以上かつ体重４０キロ以上の小児で、重症化リスクを持つ軽症から

中等症の患者。５日間にわたり１日２回投与する。 

 一方、高血圧や不眠症などの既存薬と併用はできず、その数は約４０種類に上る。添付文書では、パキロビッ

ドパックを処方する場合、服薬中の薬を全て確認するよう求めている。 

 専門部会でも委員から「慎重な投与が必要だ」との意見が出たことなどから、厚労省は２７日までは全国約２

０００カ所の病院での院内処方に限定し、当面は慎重に使用する方針を示した。 

 パキロビッドパックは、モルヌピラビルと同様にウイルスの増殖を防ぐ抗ウイルス薬。２種類の薬を併用する。

米国では昨年１２月に緊急使用許可が出ており、欧州でも今年１月に承認が勧告された。国内では同月に承認申

請されていた。 

 重症化リスクのあるコロナ患者を対象とした臨床試験（治験）では、入院または死亡のリスクが、発症後３日

以内に投与した場合は８９％、５日以内だと８８％減った。約３０％減だったモルヌピラビルと比べ、高い効果

が期待されている。  

 

○新型コロナウイルス治療薬の特例承認について 

＜厚生労働省 2022年 2月 10日＞ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23815.html 

本日、以下のとおり、新型コロナウイルス感染症に係る治療薬について、医薬品医療機器等法第 14条の３に基づ

く特例承認を行いました。 

なお、添付文書は別添１のとおりです。 

  

販売名：パキロビッドパック 

一般名：ニルマトレルビル、リトナビル 

申請者：ファイザー株式会社 

申請日：令和４年１月 14日 

効能・効果：SARS-CoV-2による感染症 

また、本日、この内容について別添２のとおり、後藤厚生労働大臣より発表いたしました。 

 

別添１ プレスリリース 

   https://www.mhlw.go.jp/content/11123000/000895921.pdf 

別添２ 発言内容概要 

   https://www.mhlw.go.jp/content/11123000/000896563.pdf 

 

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規

定により厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件（厚生労働省告示第 33号） 

   [官報] 令和 4年 2月 10日 特別号外 第 15号 1頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20220210/20220210t00015/20220210t000150001f.html 

○厚生労働省告示第 33号 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令（昭和三十六年政令第十一号）第

七十五条第二項及び第三項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品（令和二年厚生労働省告示第

二百四号）の一部を次の表のように改正する。 

  令和 4年 2月 10日                        厚生労働大臣  後藤 茂之 
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（傍線部分は改正部分）  

改 正 後 改 正 前 

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行令（昭和三十六年政令第十

一号。以下「令」という。）第七十五条第二項の規定

により厚生労働大臣の指定する医薬品は、次に掲げ

る医薬品 

 とする。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ （略） 

 

 ⑶ ニルマトレルビルーリトナビル及びその製剤 

 ⑷ （略） 

 ⑸ （略） 

二 令第七十五条第三項の規定により厚生労働大臣の

指定する医薬品は、次に掲げる医薬品とする。 

 ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ （略） 

 ⑹ ニルマトレルビルーリトナビル及びその製剤 

 ⑺ （略） 

 ⑻ （略） 

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行令（昭和三十六年政令第十

一号。以下「令」という。）第七十五条第二項の規定

により厚生労働大臣の指定する医薬品は、次に掲げ

る医薬品 

 とする。 

 ⑴ （略） 

 ⑵ コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣＯＶ－２）ワク

チン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター） 

 (新設) 

 ⑶ モルヌピラビル及びその製剤 

 ⑷ （略） 

二 令第七十五条第三項の規定により厚生労働大臣の

指定する医薬品は、次に掲げる医薬品とする。 

 ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ ソトロビマブ（遺伝子組換え）及びその製剤 

  （新設） 

 ⑹ モルヌピラビル及びその製剤 

 ⑺ （略） 

 

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労

働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件（厚生労働省告示第 34号） 

   [官報] 令和 4年 2月 10日 特別号外 第 15号 2頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20220210/20220210t00015/20220210t000150002f.html 

○厚生労働省告示第 34号 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第四

十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条

第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品（平成十七年厚生労働省告示第二十四号）の一部を次の表

のように改正する。 

  令和 4年 2月 10日                        厚生労働大臣  後藤 茂之 

                        （傍線部分は改正部分）  

改 正 後 改 正 前 

次に掲げる医薬品（専ら疾病の診断に使用されるこ

とが目的とされている医薬品であって、人の身体に直

接使用されることのないものを除く。） 

一～七  （略） 

八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及

びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤（前

各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。）。ただし、二

以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲

げるものに限る。 

(1)～(732) （略） 

 (733) （略） 

次に掲げる医薬品（専ら疾病の診断に使用されるこ

とが目的とされている医薬品であって、人の身体に直

接使用されることのないものを除く。） 

一～七  （略） 

八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及

びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤（前

各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。）。ただし、二

以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲

げるものに限る。 

(1)～(732) （略） 

 (733) ニルバジピン 
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 (734) ニルマトレルビルーリトナビル 

 (735) （略） 

 (736)～(1191)  （略） 

九 （略） 

 (新設) 

(734) ニロチニブ 

 (735)～(1190)  （略） 

九 （略） 

 

・接種券なしの 3回目接種「国がとがめ立てすることはない」 木原官房副長官 

＜FNNプライムオンライン 2022年 2月 13日＞ https://www.fnn.jp/articles/-/314707 

---------- 

◇大学等関係 

・学校に配布された抗原検査キット 「期限切れ」で破棄相次ぐ 

＜朝日新聞 2022年 2月 12日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQ2B7K7LQ28UTIL04V.html 

新型コロナの「第 5波」に見舞われていた昨年 9月、政府が全国の小中学校などに配った抗原検査の簡易キッ

トをめぐり、使用期限を過ぎて廃棄される例が相次いでいる。教育現場からは当初から「学校では使えない」な

ど配布を疑問視する声があり、「第 6波」でキット不足が指摘されるなかでの廃棄に、戸惑いの声が上がってい

る。  

 政府は「第 4波」のさなかにあった昨年 5月、大学や高校への抗原検査の簡易キット配布を打ち出したのに続

き、「第 5波」に見舞われていた 8月、萩生田光一文部科学相（当時）が幼稚園や小中学校にも配る方針を表明。

11月までに計約 125万回分が配られた。 

 配布にあたり、文科省は「体調不良時は（医療機関への）受診が基本」とし、使う場合は養護教諭らの立ち会

いや保護者の同意が必要、と手引などで各教育委員会に示した。また、小中学校では使用対象を原則として「教

職員」とし、子どもへの使用は「小学 4年生以上」と区切った。 

 配布されたキットは、鼻の奥に綿棒を入れてこすりつけ、その綿棒を浸した液体を判定用の容器に垂らすと 15

～30分ほどで結果が出るしくみ。ただ、学校現場からは、うまく使えずに飛沫（ひまつ）が飛ぶリスクや、陽性

反応が出た際の対応の難しさなどから、「学校では使いづらい」と指摘する声も上がっていた。 

 こうしたなか、小中学校に配られた 80万回分の大半は、今年 1月末に使用期限を迎えた。文科省は、学校での

活用状況は調べておらず、期限が切れたキットの扱いは「各教委の判断に任せる」としている。 

 「やむなく捨てた」「期限切れだが、もったいなくて捨てられない」――。使わないまま期限切れになったキ

ットを前に、養護教諭らからは困惑や疑問の声が相次いでいる。 

 

・学校パソコン、もう返したい 教師の本音「紙と鉛筆で」 

＜日経新聞 2022年 2月 13日＞ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF1452J0U2A110C2000000/ 

---------- 

◇マスコミ報道見出し 

・「軽症で回復したはずだった」コロナ後遺症の深刻な実態 

１年以上苦しみ、今なお治らない記者の記録 

＜共同通信 2022年 2月 13日＞ https://nordot.app/859257660718088192?c=39546741839462401 

・子どもの感染で親が注意すべきポイントは？ 「ストレスためない工夫を」 

＜京都新聞 2022 年 2月 12日＞ https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/730281 

・インフルエンザ感染報告、２季連続で低水準…コロナ対策奏功・発熱への意識変化も影響か 

＜読売新聞 2022年 2月 13日＞ https://www.yomiuri.co.jp/medical/20220213-OYT1T50176/ 

 

・カナダのトラック運転手ら、ワクチン義務化に抗議デモ オタワが非常事態宣言 

＜BBC 2022年 2月 7日＞ https://www.bbc.com/japanese/60283831 

・カナダ国境、デモ隊と警察の膠着続く 通行再開のめど立たず 

＜Reuters 2022年 2月 13日＞ 

https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-canada-trucking-idJPKBN2KI03E 
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********************************************************************************************* 

[3] 廃棄物関係 

◇漂着ペットボトルから化学繊維 名古屋の企業、石垣市と契約 

＜共同通信 2022年 2月 12日＞ https://nordot.app/865001225256370176 

 海洋ごみ問題の解決に一役買おうと、名古屋市の繊維会社が海岸に漂着したペットボトルをリサイクルして商

品化する取り組みを始めた。昨年、沖縄県石垣市と契約を結び、買い取りを開始。全国に事業を拡大する意向で、

担当者は「ごみを減らすきっかけになってほしい」と願っている。ペットボトルは衣服のもとになる化学繊維に

加工される。 

 名古屋市中区の繊維会社「豊島」は昨年、石垣市と漂着ペットボトルを買い取る契約を結んだ。石垣島では年

数百トンの海洋ごみが漂着。このうちペットボトルは約 3トンで、ボランティアが拾い集め、市が島内の産業廃

棄物処分場に埋め立てている。 

********************************************************************************************* 

[4] 温暖化対策関係 

◇石炭火力の海外支援廃止を削除 IMF文書、「経産省の意向」 

＜共同通信 2022年 2月 12日＞ https://nordot.app/865141716565704704?c=39546741839462401 

 国際通貨基金（IMF）が 1月に発表した日本経済の分析文書に、当初盛り込まれた石炭火力発電の海外支援廃止

を巡る文言が日本政府の要望で削除されたことが 12日、政府関係者への取材で分かった。複数の政府関係者が「石

炭火力輸出支援を重視する経済産業省の意向を反映した」と指摘した。石炭火力は他の発電方法より二酸化炭素

（CO2）の排出が多い。世界的に脱石炭の流れが強まる中、日本の特異な姿勢が際立っている。 

 文書は 1月 27日、IMF職員と日本政府とのオンライン協議終了に伴い公表された、審査後の声明。 

********************************************************************************************* 

[5] 関連会議等の開催案内、記録・報告、資料等 

[開催案内] 

・食品安全委員会 遺伝子組換え食品等専門調査会（第２２２回）の開催について   ２月１７日、非公開 

＜内閣府 2022年 2月 12日＞ http://www.fsc.go.jp/senmon/idensi/annai/idensi_annai_222.html 

（１）遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価について 

     ・Komagataella phaffii BSY0007株を利用して生産されたフィターゼ 

   ・JPBL012株を利用して生産されたプロテアーゼ 

（２）その他 

・食品安全委員会（第 847回）の開催について   2月 15日 

＜内閣府 2022年 2月 12日＞ http://www.fsc.go.jp/iinkai_annai/annai/annai847.html 

（１）企画等専門調査会における審議結果について 

         ・令和３年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候補の選定について 

         ・令和４年度食品安全委員会運営計画について 

         ・令和４年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画について 

（２）肥料・飼料等専門調査会における審議結果について 

         ・「ジアベリジン」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

（３）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見について 

         ・動物用医薬品「動物用ワクチンに添加剤として使用される成分（硫酸マンガン）」に係る食品健康影 

響評価について 

         ・遺伝子組換え食品等「JPBL008株を利用して生産されたα-アミラーゼ」に係る食品健康影響評価に 

ついて 

         ・遺伝子組換え食品等「JPBL009株を利用して生産されたα-アミラーゼ」に係る食品健康影響評価に 

ついて 

         ・遺伝子組換え食品等「JPBL010株を利用して生産されたα-アミラーゼ」に係る食品健康影響評価に 

ついて 
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（４）令和４年度食品安全モニターの依頼について 

（５）その他 

********************************************************************************************* 

[6] 海外の化学物質管理情報   ＜NITE化学物質管理関連情報 第 573号 2022年 2月 9日 から 6＞ 

〇国際 

・Chemical Safety and Biosafety Progress Report 

＜経済協力開発機構(OECD) 2022年 2月 3日＞ 

https://www.oecd.org/env/ehs/environment-health-safety-news.htm 

OECDは、8ヶ月ごとに発行される「化学物質安全とバイオセーフティーの進捗報告書」の No.42(2022年 2月版)を掲載

した。 

○Chemical Safety and Biosafety Progress Report No. 42 -February 2022 → 

https://www.oecd.org/env/ehs/progress-report-february-2022.pdf 

・Publications in the Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials 

＜経済協力開発機構(OECD) 2022年 2月 3日＞ 

https://www.oecd.org/env/ehs/nanosafety/publications-series-safety-manufactured-nanomaterials.htm 

OECDは、工業ナノマテリアルの安全性に関する一連の報告書として、以下の文書を公開した。 

○No.103 - Important Issues on Risk Assessment of Manufactured Nanomaterials → 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV-CBC-MONO(2022)3%20&doclanguage=

en 

・Series on Risk Management - Publications by number 

＜経済協力開発機構(OECD) 2022年 2月 3日＞ 

https://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/series-on-risk-management-publications-by-number.htm 

OECDは、リスク管理に関する一連の文書「ペルおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)の主要グループに関連するフ

ァクトカード」および「食品包材（紙および板紙）中の PFAS と代替品：有害性プロファイル」を公開した。 

No.68 Fact Cards of Major Groups of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs)  → 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/CBC/MONO(2022)1&doclanguage=en 

No.69 PFAS and Alternatives in Food Packaging (Paper and Paperboard): Hazard Profile → 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/cbc/mono(2022)2&  

doclanguage=en 

・Draft Guidance and Review Documents/Monographs 

＜経済協力開発機構(OECD) 2022年 2月 3日＞ 

https://www.oecd.org/env/ehs/testing/draft-guidance-review-documents-monographs.htm 

OECDは、化学物質の試験と評価に関する一連の文書「No.156 農薬および殺生物剤の経皮吸収研究に関する更新された

ガイダンスノート(第二次草案)」を公開し、2022/03/07までの意見募集を開始した。 

No.156 GUIDANCE NOTES ON DERMAL ABSORPTION STUDIES FOR PESTICIDES ANDBIOCIDES(Draft Second Edition) → 

https://www.oecd.org/env/ehs/testing/draft-updated-guidance-notes-156-dermal-absorption-studies-pesticide

s-biocides.pdf 

-------------------- 

〇欧州 

・ADR Multilateral agreements 

＜国連欧州経済委員会(UNECE) 2022年 2月 2日＞ https://unece.org/adr-multilateral-agreements 

UNECEは、危険物の国際陸路輸送に関する協定(ADR)の 1.5.1に基づく新たな多国間協定 M345「IBCs(Intermediate Bulk 

Containers)による、摂氏50度で110kPa(1.1bar)を超える、または摂氏55度で130kPa(1.3 bar)を超える蒸気圧のUN2672 

アンモニア溶液の輸送」に 2022/01/31付けで英国ならびにアイルランドが署名したことを掲載した。多国間協定 M345 

→ https://unece.org/sites/default/files/2022-01/M345e_agreement_letter.pdf 

・Country information (Competent Authorities, Notifications) 
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＜国連欧州経済委員会(UNECE) 2022年 2月 2日＞ 

https://unece.org/transport/dangerous-goods/country-information-competent-authorities-notifications 

UNECEは、デンマーク王国が危険物の国際陸路輸送に関する協定(ADR)の関係当局情報を更新したため、その情報を掲

載した。デンマーク王国の ADR関係当局 → https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Denmark_2022-01.pdf 

・Commission Regulation (EU) 2022/135 of 31 January 2022 amending Regulation (EC) No 1223/2009 of the European 

Parliament and of the Council as regards the use of Methyl-N-methylanthranilate in cosmetic products 

＜欧州委員会(EC) 2022年 2月 1日＞ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0135&qid=1643758727923 

欧州委員会(DG GROW)は、化粧品中の N-メチルアントラニル酸メチルの使用に関し、欧州化粧品規則(EC)No 1223/2009

の附属書 IIIを改正する 2022/01/31付け欧州委員会規則(EU)2022/135を官報公示した。この委員会規則は、欧州化粧

品規則附属書 III(配合が制限されている物質)にエントリー323(Methyl-N-methylanthranilate; CAS RN 85-91-6)を追

加するもので、官報公示の 20日後に発効する。 

・Technical Barriers to Trade Information Management System Regular notification G/TBT/N/EU/869 

＜欧州委員会(EC) 2022年 2月 3日＞ 

http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/176773?FromAllNotifications=True 

欧州委員会は、CLP規則に基づき採択された委員会規則(EU)No 2020/1182により、発がん性、変異原性、または生殖毒

性と分類される特定の物質の化粧品への使用に関し、欧州化粧品規則(EC)No 1223/2009を改正および修正する欧州委

員会規則(案)を WTO/TBT通報した。この通報への意見提出は 2022/04/04まで。 

WTO/TBT通報文書 → https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_1326_00_e.pdf 

→ https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_1326_01_e.pdf 

・Commission Implementing Decision (EU) 2022/146 of 1 February 2022 determining whether a product containing 

Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride is a biocidal product, pursuant to Article 3(3) of Regulation 

(EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council 

＜欧州委員会(EC) 2022年 2月 3日＞ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0146&qid=1643855232327 

欧州委員会(DG SANTE)は、アルキル(C12-16)ジメチルベンジルアンモニウムクロリドを含む製品が、殺生物性製品規則

(EU)No 528/2012第 3条(3)に従って、殺生物性製品であるかどうかを決定する 2022/02/01付け欧州委員会執行決定

(EU)2022/146を官報公示した。この委員会執行決定は、当該物質を 2.4%の濃度で含む製品は藻類に対して使用される

ことを意図していることから、製品型 2の殺生物性製品であるとしており、官報公示より 20日後に発効する。 

・ECHA Weekly - 2 February 2022 

＜欧州化学品庁(ECHA) 2022年 2月 2日＞ 

https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/9109026-106 

ECHAは ECHA Weeklyの 2022/02/02版を掲載した。 

・7 million searchable articles in SCIP database improve transparency on hazardous chemicals 

＜欧州化学品庁(ECHA) 2022年 2月 2日＞ 

https://www.echa.europa.eu/-/7-million-searchable-articles-in-scip-database-improve-transparency-on-hazar

dous-chemicals 

ECHAは、SCIPデータベースに約7,000社の企業から届出された7百万の検索可能な成形品が含まれることを発表した。

ほとんどの届出はドイツ企業からのもので、イタリアとフランスが続いている。収載されている情報は、消費者がより

多くの情報に基づいた持続可能な購入選択を行うことができ、また廃棄物処理業者が、現在の再利用とリサイクルの慣

行を改善することに役立つ、と説明している。 

・Do you have information on uses of eight substances proposed for authorisation? 

＜欧州化学品庁(ECHA) 2022年 2月 2日＞ 

https://www.echa.europa.eu/-/do-you-have-information-on-uses-of-eight-substances-proposed-for-authorisati

on- 

ECHAは、8つの候補リストの物質を優先して認可リスト(REACH附属 XIV)に含める必要があるかを決定するために参照
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する登録ドシエを最新の状態に保つよう登録者に推奨するとともに、欧州委員会への提案に対する意見募集を開始した。

さらに、物質を認可リストに含める可能性のある社会経済的影響に関する情報を求めている。意見および情報の提供は

2022/05/02まで。8物質に関する意見募集 → 

https://www.echa.europa.eu/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list 

・Current calls for comments and evidence 

＜欧州化学品庁(ECHA) 2022年 2月 2日＞ https://www.echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence 

ECHAは、1,2-ジクロロエタン(CAS RN 107-06-2)について、成形品に含まれる物質のリスクに対処するために REACH第

69条(2)に基づく制限が必要かどうかに関する ECHAの報告書に対しての意見および情報募集を開始した。意見および

情報の提供は 2022/03/16まで。 

・欧州委員会、大規模燃焼プラントからの大気汚染物質排出規制を承認(発表日：2022/01/06) 

＜EICネット：環境イノベーション情報機構 2022年 1月 31日＞ 

https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=46694&oversea=1 

・欧州委員会、飲料水の汚染ゼロに向けた新たな監視リストを作成(発表日：2022/01/26) 

＜EICネット：環境イノベーション情報機構 2022年 2月 2日＞ 

https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=46731&oversea=1 

-------------------- 

〇米国 

・Fall 2021 Unified Agenda of Regulatory and Deregulatory Actions 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 1月 31日＞ 

https://www.federalregister.gov/documents/2022/01/31/2021-27970/fall-2021-unified-agenda-of-regulatory-an

d-deregulatory-actions 

EPAは、「2021年秋の規制および規制緩和の統一アジェンダ」を官報公示した。特定の活動に質問またはコメントがあ

る場合、アジェンダの各エントリーに記されている EPAの連絡先に連絡することができる。公開された統一アジェンダ 

→ https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaMain 

・EPA Reaffirms Scientific, Economic, and Legal Underpinnings of Limits on Toxic Emissions 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 2月 1日＞ 

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-reaffirms-scientific-economic-and-legal-underpinnings-limits-toxic-e

missions 

EPAは、発電所に水銀、酸性ガス、その他の有害な汚染物質排出の大幅な削減を要求する「2012年水銀および大気毒性

基準(MATS)」の科学的、経済的、法的根拠を再確認することを提案した。これらの公衆衛生の改善は、特に子ども、先

住民族のコミュニティ、低所得者コミュニティ、発電所の近くに住む人々、または有害な大気汚染の影響を受ける人々

のような脆弱なセグメントにとって特に重要であると報じている。 

・Mixtures Modeling Methods: Applications for Assessing Polychlorinated Biphenyls (PCBS) (Webinar) 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 2月 2日＞ 

https://cfpub.epa.gov/ncea/iris_drafts/recordisplay.cfm?deid=354040 

EPAは、混合物のモデル化方法：ポリ塩化ビフェニル(PCB)を評価するためのアプリケーションに関する公開 Webセミ

ナーの開催を発表した。参加登録は 2022/03/14まで。 

開催日時：2022/03/16(13:00 - 16:00 米国東部時間) 議題 → 

https://ofmpub.epa.gov/eims/eimscomm.getfile?p_download_id=544224 

・IRIS Recent Additions 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 2月 2日＞ https://www.epa.gov/iris/iris-recent-additions 

EPAは、ウンデカフルオロヘキサン酸(PFHxA)(CAS RN 307-24-4)および関連する塩に関する統合リスク情報システム

(IRIS)毒性学的レビュー(草案)を 60日間の意見募集と外部ピアレビューのためリリースした。また、PFHxAおよび関

連する塩に関する機関内の IRIS毒性学的評価と付随するコメントも公開している。意見募集は 2022/04/04まで。EPA

官報公示 → 

https://www.federalregister.gov/documents/2022/02/02/2022-02050/availability-of-the-draft-iris-toxicologi
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cal-review-of-perfluorohexanoic-acid-pfhxa-and-related 

・EPA Seeks Input on TSCA Section 8(a)(7) Rule: Reporting and Recordkeeping Requirements for Perfluoroalkyl 

and Polyfluoroalkyl Substances 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 2月 2日＞ 

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-seeks-input-tsca-section-8a7-rule-reporting-and-recordkeeping-requir

ements 

EPAは、2011/01/01以降にペルおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)を製造または輸入した者に、物質に関する特定

の情報をEPAに提出することを求める2021年6月に発行したTSCA第8条(a)(7)に基づく提案規則への意見を募るため、

中小企業、政府機関および非営利団体に、中小企業擁護レビュー(SBAR)パネルとして参加するように求めることを発表

した。参加表明は 2022/02/16まで。 

・EPA Re-initiates Publication of Chemical Health and Safety Notices to ChemView, Enhancing Public Accessibility 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 2月 3日＞ 

https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca/epa-re-initiates-publication-chemical-health-and-safety-notices-

chemview 

EPAは、TSCA第 8条(e)に基づき企業から提供される重大なリスクに関する情報を、ChemViewデータ検索ツールで公開

することを 2022/01/25に再開したと発表した。TCSA第 8条(e)届出の非 CBIバージョンを ChemViewでより迅速に公開

できるように努め、公共のアクセス容易性を強化していくと報じている。 

・Information Collection Request Submitted to OMB for Review and Approval; Comment Request;National Pollutant 

Discharge Elimination System Program (Renewal) 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 2月 3日＞ 

https://www.federalregister.gov/documents/2022/02/03/2022-02169/information-collection-request-submitted-

to-omb-for-review-and-approval-comment-request-national 

EPAは、「国家汚染物質排出排除制度プログラム（更新）に関する情報収集要求（ICR）支持声明」と題された既存の情

報収集要求（ICR)（EPA ICR番号 0229.25）の更新について審査と承認のため行政管理予算局（OMB）に提出し、30日

間の追加の意見募集期間を設けたことを官報公示した。意見募集は 2022/03/07まで。 

・EPA Releases Updated Resources to Aid Federal Purchasers in Meeting the Biden-Harris Administration’s 

Sustainability Goals 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 2月 4日＞ 

https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca/epa-releases-updated-resources-aid-federal-purchasers-meeting-bi

den-harris 

EPAは、環境的に好ましい購入(EPP)プログラムに基づき、連邦政府の購入の環境パフォーマンス基準、エコラベルの

評価のための新たなフレームワークをリリースした。またペルおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)に対応するエコ

ラベル基準についての Webサイトを開設した。 

○EPPプログラム → 

https://www.epa.gov/sustainable-marketplace-greener-products-and-services/about-environmentally-preferabl

e-purchasing 

○PFASに対応するエコラベル基準 Webサイト → 

https://www.epa.gov/greenerproducts/how-epas-recommended-standards-and-ecolabels-address-and-polyfluoroal

kyl-substances 

・Reconsideration of the 2020 National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants:Miscellaneous Organic 

Chemical Manufacturing Residual Risk and Technology Review 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 2月 4日＞ 

https://www.federalregister.gov/documents/2022/02/04/2022-01923/reconsideration-of-the-2020-national-emis

sion-standards-for-hazardous-air-pollutants-miscellaneous 

EPAは、有害大気汚染物質の国家排出基準(NESHAP)：その他の有機化学物質製造残渣リスクと技術レビューの最終版を

2020/08/12に公表しているが、がんリスクを評価する際に、エチレンオキシドに対して 2016年統合リスク情報システ
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ム(IRIS)値を使用する、あるいは EPAの IRIS値に代わるリスク値としてテキサス州環境品質委員会(TCEQ)リスク値を

使用するという問題に関する再考を求める請願書を受理し承認している。EPAは、この請願書に関する意見のみを求め

ることを官報公示した。意見提出は 2022/03/24まで。 

・アメリカ環境保護庁、地下水汚染防止のため、石炭灰貯留施設に関する取組を発表(発表日：2022/01/11) 

＜EICネット：環境イノベーション情報機構 2022年 1月 31日＞ 

https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=46726&oversea=1 

-------------------- 

〇カナダ 

・Meeting records and reports of the Chemicals Management Plan Science Committee 

＜カナダ 2022年 2月 2日＞ 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/chemicals-management-plan/science-com

mittee/meeting-records-reports.html 

カナダ政府は、2021年 2月の化学物質管理計画科学委員会の会議記録、およびカナダ環境保護法(CEPA 1999)に基づく

既存化学物質のリスク評価プログラムの展開と今後の考慮事項に関する背景文書を掲載した。 

-------------------- 

〇オーストラリア 

・Call for information: chemicals that are unlikely to need further environmental risk management controls- 

closes 28 March 2022 

＜オーストラリア 2022年 1月 31日＞ 

https://www.industrialchemicals.gov.au/news-and-notices/call-information-chemicals-are-unlikely-need-furt

her-environmental-risk-management-controls-closes-28-march-2022 

オーストラリア工業化学品導入機構(AICIS)は、懸念が低く、さらなる環境へのリスク管理措置を必要としないと考え

られる工業化学品を評価ステートメント(草案)で公開しているが、それら化学品の使用と有害性に関する情報提供を求

めている。この情報募集は 2022/03/28まで。 

・Call for information: chemicals with no known commercial use in Australia - closes 28 March 2022 

＜オーストラリア 2022年 1月 31日＞ 

https://www.industrialchemicals.gov.au/news-and-notices/call-information-chemicals-no-known-commercial-us

e-australia-closes-28-march-2022 

オーストラリア工業化学品導入機構(AICIS)は、インベントリに収載される工業化学品で、オーストラリアで商業的に

製造、輸入、または使用されていないと考えられる化学品を特定し評価ステートメント(草案)で公開しているが、それ

らの化学品を製造、輸入、または使用しているかどうかについての情報提供を求めている。この情報募集は 2022/03/28

まで。 

・Draft evaluations open for comments until 28 March 2022 

＜オーストラリア 2022年 1月 31日＞ 

https://www.industrialchemicals.gov.au/news-and-notices/draft-evaluations-open-comments-until-28-march-20

22 

オーストラリア工業化学品導入機構(AICIS)は、工業化学品法(IC Act 2019)第 75条に従い、1,417種の工業化学品を

対象とする10の評価書(草案)を公表しており、その個々の評価案への意見を求めている。意見募集は2022/03/28まで。

意見募集の対象となる評価 (草案) → 

https://www.industrialchemicals.gov.au/consultations/draft-evaluations-have-your-say-closes-28-march-2022 

********************************************************************************************* 

[7] その他 

◇インフルエンザ、感染症関係 

・岩手県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認（家きん国内16例目）について . 

＜環境省 2022年2月12日＞ http://www.env.go.jp/press/110570.html 

・北海道の死亡野鳥におけるＡ型鳥インフルエンザ簡易検査陽性について 
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＜環境省 2022年 2月 12日＞ http://www.env.go.jp/press/110569.html 

・岩手県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認（国内 16例目）及び「農林水産省鳥インフルエン

ザ防疫対策本部」の持ち回り開催について 

＜農林水産省 2022年 2月 12日＞ https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220212.html 

-------------------- 

◇新化学物質、化学物質新利用技術等 

・ノーベル賞級の電子顕微鏡 原子１個の磁場確認 

＜産経ニュース 2022年 2月 13日＞  

https://www.sankei.com/article/20220213-QOWRHTIJPJPCJPEOUGU7JVBNY4/ 

東京大や日本電子などの研究チームが、独自開発した電子顕微鏡で原子１個の磁場を直接観察することに世界で

初めて成功した。９日付の英科学誌「ネイチャー」に論文が掲載された。原理的に電子顕微鏡では磁性を持つ対

象を観察できないという長年の課題を解決し、顕微鏡研究の歴史に新たな１ページを加える成果だ。電気自動車

（ＥＶ）のモーターや半導体デバイスなどに使われる磁性材料の高性能化に貢献すると期待される。 

-------------------- 

◇その他 

・「総合知で社会変革牽引」 九大新ビジョン 10校目の指定国立大に 

＜朝日新聞 2022年2月13日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQ2D6WZJQ2BTIPE00N.html 

 九州大は2030年に目指す姿とその道筋を示す新ビジョンで、「総合知で社会変革を牽引（けんいん）する大学」

を掲げた。「脱炭素」「医療・健康」「環境・食料」の三つを最優先分野としたのも特徴だ。21年11月に文部科

学省から「指定国立大学」の指定を受ける決め手にもなった。 

 指定国立大は、世界最高水準の教育研究が期待される大学を指定する制度で、17年度に始まった。文科省は当

面10校程度とする方針で、九大は10校目。しかも、20年10月にいったん指定を逃した後、同月に就任した石橋達

朗総長のもとでビジョンを練り直して、再申請していた。残り少ない枠に滑り込んだ形だ。 

 前回は「アジアから未来を共創する世界屈指の大学」を掲げたが、自らの弱みと強みの分析が不十分と指摘さ

れた。このため、強みのある3分野を特定し、地域に根ざした上で世界を目指す姿勢を明確にした。 

 石橋総長は新ビジョンを発表した21年12月の記者会見で「各学部がバラバラでまとまりがなかったが、大学を

挙げて分析する中で一致団結して指定を取りにいく機運が高まった。若手教員や学生も含めて議論し、目指す方

向を見いだせたのは、不幸中の幸いだった」と語った。 

 指定後は、卓越した教員を高給で雇用したり研究開発企業に直接投資したりすることが可能になるが、交付金

などの優遇はない。指定の意義について石橋総長は「大学のステータスという面が一番。未指定なら『九大は指

定の10大学にも入っていないのか』となる」と述べた。 

 「指定」が国立大の新たな「格」になるとの見方は、関係者の間で根強い。九大以外は東北、筑波、東京、東

京医科歯科、東京工業、一橋、名古屋、京都、大阪の9校。「旧帝大」の7校で未指定は九大と北海道大だけだっ

た。ある教員は「九大がただの地方大学になるかどうかの岐路だった」と振り返った。 

 ビジョンの実現に向け、九大は総長直轄の2組織を設け、社会課題の解決と大学全体のデジタル化を進める。水

素エネルギーや遠隔医療による医学教育、先端的なスマート農業など強みのある研究を軸に、さらに高度化して

いく考えだ。 

********************************************************************************************* 

[付録] 

◇定期購入の新ルール指針公開 「お試し価格」強調でトラブルも 

＜NHK 2022年 2月 12日＞ https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20220212/1000076563.html 

インターネット通販などで「お試し価格」などと強調した悪質な定期購入商法のトラブルが相次いでいて、こと

し６月以降、紛らわしい表示などの規制が強化されることから、消費者庁は、定期購入などに関する新たなルー

ルについてまとめたガイドラインを公開しました。 

ことし６月１日に施行される改正特定商取引法ではインターネット通販などでの定期購入の際に契約内容が明確

に分かるよう一定の項目の表示が義務づけられ、紛らわしい表示によって申し込んだ場合は契約を取り消すこと
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などができるようになります。 

消費者庁では新たなルールについて具体的な表示の例を示したガイドラインを公開しました。 

この中では、違反のおそれがある表示の例として定期購入の契約なのに申し込みの画面で「お試し価格」や「初

回無料」などと強調し、契約の内容は離れた場所や小さな文字でしか表示していないケースや注文のボタンに「送

信する」や「参加する」などと表示して申し込みが完了することがわかりにくくなっているケースなどを挙げて

います。 

また、消費者庁では、消費者向けのチラシも公開していて、事前に解約方法を確認することや申し込みの最終画

面のスクリーンショットを保存しておくことなどの対策を紹介しています。 

******************************************************************* 以上 ******************** 
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